
新旧対照表

新 旧

高知県木材安定供給推進事業（路網の整備）の実施について

高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）別表第１の０１体質強化・花粉削

減の２路網の整備及び３スギ人工林伐採重点区域における路網の整備、０２循環成長の２路網の整備に定め

る林業専用道（規格相当）整備、森林作業道整備及び森林作業道の機能強化については、以下により実施す

るものとする。

１ 「略」

２ 経費の積算（関連条件整備及び測量試験費を除く）

（１）林業専用道（規格相当）

① 直接工事費の積算は、「森林整備保全事業設計積算要領」、「森林整備保全事業標準歩掛」、「森林整備

保全事業建設機械経費積算要領」、「森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準」、「森林整備保全事業

に係る仮設材損料算定基準」及び「森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準」に準じるものとす

る。

②～④ 「略」

⑤ 建設事業体の参入機会を設ける観点から、本体工事は、設計と分離して外部に発注すること。ただ

し、建設事業体との共同事業として実施する等外部に発注することができない場合や、外部に発注し

ないことにより事業執行の迅速化や効率化に大きな効果が見込まれる場合等の例外的な場合を除く。

（注） 「略」

⑥ 「略」

（２） 「略」

３ 林業専用道（規格相当）及び森林作業道の施工基準

林業専用道（規格相当）の施工基準は、高知県林業専用道作設指針に基づき実施するものとする。また、

森林作業道の施工基準は、高知県森林作業道作設指針に基づき実施するものとする。

４ 関連条件整備費

高知県木材安定供給推進事業（路網の整備）の実施について

高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）別表第１の０１体質強化・花

粉削減の２路網の整備及び３スギ人工林伐採重点区域における路網の整備、０２循環成長の２路網の整備に

定める林業専用道（規格相当）整備及び森林作業道整備については、以下により実施するものとする。

１ 「略」

２ 経費の積算（関連条件整備及び測量試験費を除く）

（１）林業専用道（規格相当）

① 直接工事費の積算は、「森林整備保全事業設計積算要領」、「森林整備保全事業標準歩掛」、「森林整備

保全事業建設機械経費積算要領」、「森林整備保全事業建設機械等賃料積算基準」、「森林整備保全事業

に係る仮設材損料算定基準及び森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準」に準じるものとする。

②～④ 「略」

⑤ 建設事業体の参入機会を設ける観点から、本体工事は、設計と分離して外部に発注すること。ただ

し、建設事業体との共同事業として実施する等外部に発注することができない等の例外的な場合を除

く。なお、その場合は、別記１により、林業事務所長又は林業振興事務所長と協議のうえ取り決める

ものとする。

（注） 「略」

⑥ 「略」

（２） 「略」

３ 林業専用道（規格相当）及び森林作業道の施工基準

林業専用道（規格相当）の施工基準は、高知県林業専用道作設指針に基づき実施するものとする。また、

森林作業道の施工基準は、高知県森林作業道作設指針に基づき実施するものとする。

なお、これにより難い場合は、別記１により、林業事務所長又は林業振興事務所長と協議のうえ取り決

めるものとする。

４ 関連条件整備活動費
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関連条件整備費は、対象森林の調査、森林所有者の合意形成など事業主体が林業専用道（規格相当）整

備、森林作業道整備及び森林作業道の機能強化に着手するうえで直接必要となる経費とし、要綱別表第１

に定める定額以内の実費の積み上げとする。

なお、調査森林の区域、調査者の出役簿及び森林所有者の同意書など経費の内容を確認できる書類を整

備しておくこと。（別紙１ 参考様式を参照のこと）

５ 測量及び実施設計等

木材安定供給推進事業費補助金実施要領第４の３に規定する別に知事が定める基準は以下のとおりと

する。

（１） 測量等は外注できるものとし、その場合は、別記１－１または別記１－２により積算を行うもの

とする。

積算に際しては、原則、永久構造物を補助対象としていないことや、公的施設である林道と簡易

施設である作業道との違い等を考慮し、適切に実施すること。

（２） 「略」

６ 標準経費（査定設計）

木材安定供給推進事業検査内規（以下、「検査内規」という。）第５のクに規定する作業道等の検査に基

づき、事業体から提出された出来高設計書の事業量を確認、査定し、２の（１）に規定する請負施工に準

じ経費を積算し、査定設計書を作成するものとする。

木材安定供給推進事業査定要領 ２の（２）イにおける査定額とは、当該査定設計書を指すものとする。

なお、査定に用いる単価は、請負施工の場合は事業発注に適用した月の単価を適用し、直営施工の場合

は事業に着手（本体工事）した月とする。

造林関係事業標準単価表については、事業に着手した月に属する単価を適用すること。

７ 作業道等の現地確認

検査内規第５のクに規定する作業道等の検査については、現地確認を行い査定設計書を作成することが

できるものとする。

８ 「略」

９ その他

関連条件整備活動費は、対象森林の調査、森林所有者の合意形成など事業主体が林業専用道（規格相当）

整備・森林作業道整備に着手するうえで直接必要となる経費とし、交付要綱別表第１に定める定額以内の

実費の積み上げとする。

なお、調査森林の区域、調査者の出役簿及び森林所有者の同意書など経費の内容を確認できる書類を整

備しておくこと。（別紙１ 参考様式を参照のこと）

５ 木材安定供給推進事業費補助金実施要領（以下「実施要領」という。）第４の８に規定する別に知事が定

める基準は以下のとおりとする。

（１）測量及び実施設計等

① 測量等は外注できるものとし、その場合は、別記２－１または別記２－２により積算を行うものと

する。

積算に際しては、原則、永久構造物を補助対象としていないことや、公的施設である林道と簡易

施設である作業道との違い等を考慮し、適切に実施すること。

② 「略」

６ 標準経費（査定設計）

木材安定供給推進事業検査内規第５のキに規定する作業道等検査に基づき、事業体から提出された出来

高設計書の事業量を確認、査定し、２の（１）に規定する請負施工に準じ経費を積算し、査定設計書を作

成するものとする。

木材安定供給推進事業査定要領 ２の（２）イにおける査定額とは、当該査定設計書を指すものとする。

なお、査定に用いる単価は、請負施工の場合は事業発注に適用した月の単価を適用し、直営施工の場合

は事業に着手（本体工事）した月とする。

造林関係事業標準単価表については、事業に着手した月に属する単価を適用すること。

７ 木材安定供給推進事業検査内規第５のキに規定する作業道等の検査については、別記３の届け出をもっ

て現地確認を行い、査定設計書を作成することができるものとする。

８ 「略」

９その他
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（１） 「略」

（２）事業実施主体は、路網の整備の実施にあたり、別記２により内容を確認し、証拠書類等とともに保

管しておくこと。

附則

「略」

附則

この実施基準は令和７年 月 日から施行する。

（１） 「略」

（２）事業実施主体は、路網の整備の実施にあたり、別記４により内容を確認し、証拠書類等とともに保

管しておくこと。

附則

「略」

（新設）
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（削除）

別記１－１～１－２ 「略」 別記２－１～２－２ 「略」
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（削除）

別記２ 「略」 別記４ 「略」

別記３

令和 年 月 日

林業（振興）事務所長 様

（補助事業者）

住 所

氏 名

高知県木材安定供給推進事業（路網の整備）完成届け

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定

（又は変更の決定 通知のありました事業のうち 下記路線が完成しましたので） 、

査定を受けたく届け出ます。

記

１ 完成路線名

２ 出来高設計書（請負設計書） 別添のとおり

３ その他
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別添１

林業専用道（規格相当）（補助率は交付要綱の別表第１による）

高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱に定められた要件のとおり。

－

・請負施工
（※建設事業体との連携により建設事業体が実施する場合や、外部発注をしないことによ

り事業執行の迅速化が見込まれる場合を除く。なお、直営で施行する場合は、高知県林

業専用道（規格相当）及び森林作業道設計・技術審査会（以下「審査会」）の審査を受ける
こと。）

森林整備保全事業設計積算要領、森林整備保全事業標準歩掛、森林整備保全事業建

設機械経費積算要領、森林整備保全事業建設機械等賃貸積算基準、森林整備保全事
業に係る仮設材損料算定基準及び森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準（治山

林道必携）

・請負は、設計書作成に適用した月

・直営は、事業着手(本体工事)した月

７．補助対象経費（査定方法）

ｱ　請負施工

①　請負金額＋測量及び試験費＋関連条件整備
②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備

③　定額単価に延長を乗じた金額

　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

ｲ　直営施工

（※原則は請負施行とする。）

①　事業主体の積み上げ事業費＋測量及び試験費＋関連条件整備
②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備

③　定額単価に延長を乗じた金額
　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

委託・直営

（委託）ｱ　設計

　　　　ｲ　測量 別記１－１を参照のこと

（直営）ｳ　設計 事業体の積み上げ事業費　

　　　　ｴ　測量 事業体の積み上げ事業費

・高知県林業専用道作設指針に基づく
・林道規程・技術基準に準じる

ｱ　設計速度
自動車道2級
(15km/hの場合)

ｲ　車道幅員 車道幅員は3.0mとする。

ｳ　路肩

※路肩幅員は、原則として側方余裕幅を0.3mとすることを基本とし、自動車の走行上の安

全性の確保その他必要がある場合は、現地条件に応じた必要な幅に拡幅することができ
る。

ｴ　全幅員
全幅員＝車道幅員＋路肩
 全幅員は【3.6ｍ】を基本とする。

ｵ　曲線半径

最小曲線半径は、原則として普通自動車道の諸元に示す最小回転半径の12m以上とす
る。なお、屈曲部の設計に当たっては、拡幅量、土工量、工作物の設置等現地の状況を

踏まえ、コストの縮減が図られるよう総合的に検討するものとする。

(緩和曲線は、8mとする。)
ただし、地形条件、地域の作業システム、林業事業体の保有機械や既設路網の整備状

況により、最小曲線半径を8m以上12m未満とすることができる。なお、この場合、別記1に
より林業事務所長又は林業事務所長に協議するものとする。

高知県林業専用道作設指針に定められた基準により難い場合は、林野庁協議によるもの

とする。

ｶ　縦断勾配
縦断勾配は原則7%以下とする。ただし、地形の状況により必要な場合には、縦断勾配を
12％以下（延長100m以内に限り14％以下。このとき、前後の区間に100m程度の緩勾配

区間を設ける。）とすることができる。

ｷ　路盤 高知県林業専用道作設指針に基づく

ｸ　法面 高知県林業専用道作設指針に基づく

ｹ　排水施設 高知県林業専用道作設指針に基づく

ｺ　擁壁等 高知県林業専用道作設指針に基づく

事業着手前までには市町村森林整備計画に登載されていること。若しくは、登載予定

であること。

支線を開設する場合は、別路線で実施すること

（削除） （削除）

採択基準一覧表

森林作業道（補助率は交付要綱の別表第１による）

１．事業実施主体 高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱に定められた要件のとおり。

２．工事雑費・事務雑費 －

３．工事の施工方法
・直営施工

・請負施工

４．積算（直接工事） 造林関係事業標準単価表に定める作業道開設単価を適用

５．諸経費 森林整備保全事業設計積算要領（治山林道必携）

６．適用単価（査定設計）

・請負は、設計書作成に適用した月（原則、全幅=3.0m以上）

・直営は、事業着手(本体工事)した月
（※全幅=3.0m未満の標準単価は、事業着手した月に属する単価）

（原則、全幅=3.0m以上）

①　請負金額＋測量及び試験費＋関連条件整備

②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備
③　定額単価に延長を乗じた金額

　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

①　事業主体の積み上げ事業費＋測量及び試験費＋関連条件整備
②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備

③　定額単価に延長を乗じた金額
　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

８．測量及び試験費について 委託（原則、全幅=3.0m以上）・原則、直営

見積書等を聴取し適正に契約すること

別記１－２を参照のこと（原則、全幅=3.0m以上）

９．構造規格
・高知県森林作業道作設指針に基づく　

－

－

高知県森林作業道作設指針に基づく

3.0m以上(9ｔ～13ｔ級)、2.0～3.0m未満(3ｔ～8ｔ級)

高知県森林作業道作設指針に基づく

高知県森林作業道作設指針に基づく。
概ね18%以下、単区間に限り概ね25%程度とする。

高知県森林作業道作設指針に基づく
※概ね21%を超え危険が予想される場合は、ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工を採用しても良いものとする。

なお、施行地の土壌が、水分を含むと滑りやすい粘性土や赤土などの場合は、敷砂利等
の必要な対策を講じること

高知県森林作業道作設指針に基づく

高知県森林作業道作設指針に基づく

高知県森林作業道作設指針に基づく

１０．費用対効果 必須（森林施業は必要）

１１．関連条件整備 事業の着手前の現地調査・森林所有者の同意の取付等とする（高知県木材安定供給推進事業実施要領第４の７の別紙を参照のこと）別紙２を参考

１２．支障木の伐採経費
伐採経費は、事業の中で計上できることとする。

ただし、森林所有者から無償譲渡を受け若しくは直接購入して、搬出する場合又は、丸太組工等へ伐採木を活用する場合は補助対象外経費とする

１３．申請方法 事前申請（施工箇所及び区域を記した図面1/50.000及び1/5,000の施業図等）

１４．市町村森林整備計画の搭載 長期の森林施業を行う場合は、必要に応じて市町村森林整備計画に登載すること。

１５．生産基盤強化区域等について 高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱に定められた要件のとおり実施されていること。

１６．支線を行う場合 同じ路線名で可とする

（削除） （削除）

（削除）

別添１

林業専用道（規格相当）（補助率は交付要綱の別表第１による）

高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱又は高知県木材安定供給推進事業

（間伐材生産等）実施基準に定められた要件のとおり。

－

・請負施工

（※建設事業体との連携により建設事業体が実施する場合や、外部発注をしないことによ

り事業執行の迅速化が見込まれる場合を除く。なお、直営で施行する場合は、高知県林

業専用道（規格相当）及び森林作業道設計・技術審査会（以下「審査会」）の審査を受ける

こと。）

森林整備保全事業設計積算要領、森林整備保全事業標準歩掛、森林整備保全事業建

設機械経費積算要領、森林整備保全事業建設機械等賃料積算基準、森林整備保全事

業に係る仮設材損料算定基準及び森林整備保全事業に係る仮設材賃料算定基準（治山

林道必携）

・請負は、設計書作成に適用した月

・直営は、事業着手(本体工事)した月

７．補助対象経費（査定方法）

ｱ　請負施工

①　請負金額＋測量及び試験費＋関連条件整備

②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備

③　定額単価に延長を乗じた金額

　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

ｲ　直営施工

（※原則は請負施行とする。）

①　事業主体の積み上げ事業費＋測量及び試験費＋関連条件整備

②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備

③　定額単価に延長を乗じた金額

　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

委託・直営

（委託）ｱ　設計

　　　　ｲ　測量 別記２－１を参照のこと

（直営）ｳ　設計

①事業体の積み上げ事業費　　　　　　　　　　

②別紙３による積算金額（査定設計）

※①、②どちらか低い金額を補助額とする。

　　　　ｴ　測量 ①事業体の積み上げ事業費

・高知県林業専用道作設指針に基づく

・林道規程・技術基準に準じる

ｱ　設計速度
自動車道2級

(15km/hの場合)

ｲ　車道幅員 車道幅員は3.0mとする。

ｳ　路肩
※路肩幅員は、原則として側方余裕幅を0.3mとすることを基本とし、自動車の走行上の安

全性の確保その他必要がある場合は、0.5mまで拡幅することができる。

ｴ　全幅員
全幅員＝車道幅員＋路肩

 全幅員は【3.6ｍ】を基本とする。

ｵ　曲線半径

最小曲線半径は、原則として普通自動車道の諸元に示す最小回転半径の12m以上とす

る。なお、屈曲部の設計に当たっては、拡幅量、土工量、工作物の設置等現地の状況を

踏まえ、コストの縮減が図られるよう総合的に検討するものとする。

(緩和曲線は、8mとする。)

ただし、地形条件、地域の作業システム、林業事業体の保有機械や既設路網の整備状

況により、最小曲線半径を8m以上12m未満とすることができる。なお、この場合、別記1に

より林業事務所長又は林業事務所長に協議するものとする。

高知県林業専用道作設指針に定められた基準により難い場合は、林野庁協議によるもの

とする。

ｶ　縦断勾配

縦断勾配は原則7%以下とする。ただし、地形の状況により必要な場合には、縦断勾配を

12％以下（延長100m以内に限り14％以下。このとき、前後の区間に100m程度の緩勾配

区間を設ける。）とすることができる。

ｷ　路盤 高知県林業専用道作設指針に基づく

ｸ　法面 高知県林業専用道作設指針に基づく

ｹ　排水施設 高知県林業専用道作設指針に基づく

ｺ　擁壁等
高知県林業専用道作設指針に基づく

必要に応じて設置可能。別途協議のうえ取り決めること。

事業着手前までには市町村森林整備計画に登載されていること。若しくは、登載予定

であること。

支線を開設する場合は、別路線で実施すること

１路線につき １メートル当たり50,000円(林野庁協議により100,000円まで可)

採択基準一覧表

森林作業道（２千円/ｍ）

１．事業実施主体
高知県木材安定供給推進事業費補助金交付要綱又は高知県木材安定供給推進事業（間

伐材生産等）実施基準に定められた要件のとおり。

２．工事雑費・事務雑費 －

３．工事の施工方法
・直営施工

・請負施工

４．積算（直接工事） 造林関係事業標準単価表に定める作業道開設単価を適用

５．諸経費 森林整備保全事業設計積算要領（治山林道必携）

６．適用単価（査定設計）

・請負は、設計書作成に適用した月（原則、全幅=3.0m以上）

・直営は、事業着手(本体工事)した月

（※全幅=3.0m未満の標準単価は、事業着手した月に属する単価）

（原則、全幅=3.0m以上）

①　請負金額＋測量及び試験費＋関連条件整備

②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備

③　定額単価に延長を乗じた金額

　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

①　事業主体の積み上げ事業費＋測量及び試験費＋関連条件整備

②　県で査定した事業費（査定設計）＋測量及び試験費＋関連条件整備

③　定額単価に延長を乗じた金額

　※①、②、③の中で最も低い金額を補助額とする

８．測量及び試験費について 委託（原則、全幅=3.0m以上）・原則、直営

見積書等を聴取し適正に契約すること（参考：別紙３）

別記２－２を参照のこと（原則、全幅=3.0m以上）

９．構造規格
・高知県森林作業道作設指針に基づく　

－

－

高知県森林作業道作設指針に基づく

3.0m以上(9ｔ～13ｔ級)、2.0～3.0m未満(3ｔ～8ｔ級)

高知県森林作業道作設指針に基づく

高知県森林作業道作設指針に基づく。

概ね18%以下、単区間に限り概ね25%程度とする。

高知県森林作業道作設指針に基づく

※概ね21%を超え危険が予想される場合は、ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工を採用しても良いものとする。

なお、施行地の土壌が、水分を含むと滑りやすい粘性土や赤土などの場合は、敷砂利等

の必要な対策を講じること

高知県森林作業道作設指針に基づく

高知県森林作業道作設指針に基づく

高知県森林作業道作設指針に基づく

必要に応じて設置可能。別途協議のうえ取り決めること。

１０．費用対効果 必須（森林施業は必要）

１１．関連条件整備 事業の着手前の現地調査・森林所有者の同意の取付等とする（高知県木材安定供給推進事業実施要領第４の５の別紙を参照のこと）別紙２を参考

１２．支障木の伐採経費
伐採経費は、事業の中で計上できることとする。

ただし、森林所有者から無償譲渡を受け若しくは直接購入して、搬出する場合又は、丸太組工等へ伐採木を活用する場合は補助対象外経費とする

１３．申請方法 事前申請（施工箇所及び区域を記した図面1/50.000及び1/5,000の施業図等）

１４．市町村森林整備計画の搭載 長期の森林施業を行う場合は、必要に応じて市町村森林整備計画に登載すること。

１５．生産基盤強化区域の設定 知事が別に定める生産基盤強化区域内で実施すること。

１６．支線を行う場合 同じ路線名で可とする

１７．上限建設費 原則として下記の上限建設費の範囲内とする

１メートル当たり4,000円（林野庁協議により6,000円まで可）

①事業体の積み上げ事業費



新旧対照表

新 旧

別紙１～２ 「略」

（削除）

別紙１～２ 「略」

別紙３（参考）

　◎設計書作成の委託について《見積により別途積算すること》

　　【　参　考　】（H28年度の参考単価）

◆請負工事により作業道を開設する場合

　　◎林業専用道（規格相当）の場合 単位：千円

約160 約420 消費税抜き

約210 約560 消費税抜き

約250 約670 消費税抜き

約280 約750 消費税抜き

約310 約840 消費税抜き

　　◎森林作業道の場合 単位：千円

約160 約420 消費税抜き

※精算設計書までとは、実施設計書、変更設計書、精算設計書の３回分の設計書作成とする。

１，０００万円以下

1,000万円を超え3,000万円以下

3,000万円を超え5,000万円以下

5,000万円を超え7,000万円以下

７，０００万円を超える

１，０００万円以下

※2 上記参考単価は、正規の設計で算出した金額であり、委託先の見積金額とは異なる。

                        区  分

事 業 費

実施設計書のみ 精算設計書まで 備考

                        区  分

事 業 費

実施設計書のみ 精算設計書まで 備考


